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配当政策の基本方針の変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年７月 13 日開催の取締役会において、配当政策を変更することを決議

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、この度、決議いたしました配当政策は平成 27年８月期より適用いたします。 

 

記 

 

１．配当政策の基本方針の変更 

（１）これまでの配当政策等の方針 

当社は、株主の皆さまへの配当政策を重要な経営課題として安定的かつ継続的な配

当を行いながら、不動産・住宅業界に属する企業として急激な変化・発展に対応した

収益基盤の確保と、財務の健全性を確保し積極的な独自の事業展開に備えるための内

部留保に努めることを利益配分の基本としております。 

また、内部留保金につきましては、市場における競争力の強化や積極的な店舗の拡

大、子会社の設立等により、収益基盤の強化・拡充を図ります。 

 

（２）新たな配当政策等の方針 

当社は、健全なる利益の拡大と株主の皆さまへの利益還元を一層重視するため、平

成 27年８月期より新たな配当政策の基本方針として、配当性向を指標とすることとい

たしました。なお、配当性向につきましては、連結当期純利益の 15％から 20％を目途

とすることとし、中期的な株主還元のさらなる拡充を目指してまいります。 

（※１）従来は、安定的かつ継続的な配当を行うこととしており、配当性向について

は触れておりませんでした。 

 



２．平成 27年８月期期末配当金について 

平成 27 年８月期期末配当金につきましては、上記の方針に基づき勘案し、確定次第、

速やかにお知らせいたします。 

 

以上 


